
 

 

 

 

 

    

別表第７を削除し、健康増進法による図記号、日本産業規格

による図記号又は国際標準化機構による図記号とする。 

健康増進法による図記号 

 
改正健康増進法附則

による加熱式たばこ

専用喫煙室標識 

 

 

 

日本産業規格による図記号 国際標準化機構による図記号 


